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新入会員の紹介
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❖Answer!❖
①行政書士だった父が昨年逝去し、その
意志を引き継ぐ

②農地法や開発行為に関連する業務
③健康体操とピアノの演奏
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①行政書士になった動機はなんですか？
②開業したらどんな業務を中心にやっていきますか？
③趣味・特技はなんですか？

Question!

❖Answer!❖
①法律家として社会のお役に立ちたいと
思いました。
②相続や産廃関係を中心にやりたいと
思っています。
③食べて寝ることです。

❖Answer!❖
①スペイン語が生かせる職業だと思った
事。

②来日外国人の在留資格その他の行政届
出等の支援

③メダカ・金魚・熱帯魚の繁殖と飼育

❖Answer!❖
①行政書士には定年がなく、一生仕事が
できるから。

②株式会社の設立や建設業許可申請や相
続手続など。

③趣味は、読書・散歩など。
　特技は、両手で字が書ける。

❖Answer!❖
①様々な業種を通じて社会貢献できれば
と思いました。
②起業支援、資金調達サポート
③サッカー、スノーボード

❖Answer!❖
①法律を使って人の手助けができればと
思ったため。

②さまざまな業務にチャレンジしていき
たいです。

③趣味は書道と資格取得で、特技はマッ
サージです。

❖Answer!❖
①スキルアップのため。
②ビジネスパーソンのサポート
③スキー、インラインスケート

❖Answer!❖
①行政書士をビジネス上必要とする人が
身近にいるため。
②貿易や海外での取引等で必要な事実証明、
文書作成。
③長距離のウォーキング、クラフトビー
ル醸造所巡り。

❖Answer!❖
①地域社会に貢献するため。
②農地転用、入管業務等
③サイクリング
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❖Answer!❖
①法律知識に基づき、人の役に立ちたい
と思ったから。

②成年後見や遺言、相続などの高齢者分
野。

③趣味は旅行・ドライブです。

県 西 支 部

海
え

老
び

根
ね

　学
まなぶ

県 西 支 部

田
た

﨑
さ き

　　修
おさむ

県 西 支 部

石
い し

塚
つ か

　昌
ま さ

克
か つ

①行政書士になった動機はなんですか？
②開業したらどんな業務を中心にやっていきますか？
③趣味・特技はなんですか？

Question!

❖Answer!❖
①開業するにあたって業務の広さに魅力
を感じた為。
②検討中です。地域に貢献できる業務を
考えています。
③サッカー・フットサル等

❖Answer!❖
①地域の皆様方の許認可手続きのお手伝
いをしたいから

②農地法、建設業の許認可関係等
③スポーツ観戦（野球）
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会員番号
入会年月日

登録番号
登録年月日 氏名 事務所所在地

電話番号 事務所名 備考

3167
H26.4.2

16110538
H26.4.2 大

おお

嶋
しま

　　薫
かおる 〒307-0053

結城市新福寺2丁目19番地23
電0296-32-4788　FAX0296-33-4035

行政書士　大嶋薫事務所

3168
H26.4.2

16110539
H26.4.2 郡

ぐん

司
じ

　佳
よし

彦
ひこ

〒310-0805
水戸市中央2丁目5番8号
第二くわばらビル2階
電029-302-5931　FAX029-302-5932

郡司佳彦行政書士事務所

3169
H26.4.15

16110747
H26.4.15 鈴

すず

木
き

　寛
かん

奈
な 〒311-4152

水戸市河和田2丁目1898番地の57
電050-3559-2437　FAX050-3488-0437

鈴木カンナ行政書士事務所

3170
H26.4.15

16110748
H26.4.15 藤

ふじ

岡
おか

　直
なお

也
や 〒314-0031

鹿嶋市宮中4丁目8番地2
電0299-82-4937

藤岡行政書士事務所

3171
H26.4.15

16110749
H26.4.15 久

く

保
ぼ

　明
あき

弘
ひろ 〒306-0015

古河市南町10番30号
電0280-33-7050　FAX0280-33-7050

久保行政書士事務所

3172
H26.5.1

16110906
H26.5.1 立

たち

木
き

　　舞
まい

〒310-0026
水戸市泉町2丁目2番33号　水戸泉町
ビル7階
電029-297-8026　FAX029-291-5591

行政書士たちき法務事務所

3173
H26.5.15

16111077
H26.5.15 岡

おか

部
べ

　彰
あき

洋
ひろ 〒302-0131

守谷市ひがし野三丁目17番地8
電0297-46-2140　FAX0297-46-2140

岡部彰洋行政書士事務所

3174
H26.5.15

16111078
H26.5.15 川

かわ

口
ぐち

　　淳
あつし

〒300-0341
稲敷郡阿見町うずら野二丁目23
番地43　鶉野ハイツ102号室
電050-1461-4094	

アミーン行政書士法務事務所

3175
H26.5.15

16111079
H26.5.15 斉

さい

藤
とう

　　強
つよし 〒319-0116

小美玉市中台849番地5
電0299-57-2027

行政書士斉藤強事務所

3176
H26.5.15

16111080
H26.5.15 海

え

老
び

根
ね

　学
まなぶ

〒303-0046
常総市内守谷町きぬの里二丁目
15番地1　パークサイド202
電090-5539-9911	

行政書士　海老根福祉法務事務所

3177
H26.5.15

16111081
H26.5.15 石

いし

塚
つか

　昌
まさ

克
かつ 〒303-0041

常総市豊岡町甲119番地3
電090-5531-9450　FAX0297-34-0769

きぬ行政書士事務所

3178
H26.5.15

16111082
H26.5.15 田

た

﨑
さき

　　修
おさむ 〒300-2705

常総市豊田1927番地4
電0297-42-7298

行政書士　田﨑修事務所

会

　員

新入会員

新入会員の紹介
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受理年月日 会員名 事務所所在地 電話番号 事務所名

平成28年 4 月13日 金澤　克夫
旧 稲敷郡河内町金江津字内沼4476番地

新 神栖市矢田部字星合7807番地1

平成28年 4 月15日 新井志津香
旧 土浦市永国997番地の1 029-823-1900

新 水戸市曙町9番7号 029-246-5061

平成28年 4 月15日 緑川　文和
旧 水戸市泉町2丁目2番11号　大谷ビル3階

新 水戸市栄町2丁目6番33号

平成28年 5 月11日 勝山　文久
旧 水戸市元吉田町697番地2　ピッコロハウス1階Ａ号室

新 那珂市門部3764-1

平成28年 5 月19日 阿部　　亘
旧 水戸市五軒町3丁目2番56号　万里ビル202 029-303-2411

新 水戸市河和田一丁目1656番地の4 029-303-5268

変更届

お疲れさまでした。
抹消届受理年月日 会　員　名 事務所所在地

平成28年4月18日 横張　光男 つくばみらい市中島79番地の1

平成28年5月2日 天野あけみ 常総市豊田1359-8

平成28年5月16日 関　　文雄 古河市関戸1731番地の3

平成28年5月20日 鯨井　規功 つくば市二の宮3丁目7番地5

退会された会員

年月 会員名 家族 事務所所在地

平成28年 4 月 内田　茂行 実父 坂東市辺田1141番地29

平成28年 5 月 池辺　安夫 実父 牛久市田宮町37番地

平成28年 5 月 佐藤　和志 実父 龍ケ崎市小柴2丁目1番3		4-102

平成28年 5 月 佐藤　信成 実父 鹿嶋市鉢形1526番地17

平成28年 5 月 栗屋　　勲 実父 取手市新町5丁目1番12号

個人会員 法人会員

水戸支部 279

7

県南支部 397

県西支部 276

県北支部 112

鹿行支部 90

合計 1,154 7

家族のお悔やみ 現在会員数　平成28年5月31日
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会

　員

氏　　　　　名：五十嵐　伸二
登　録　番　号：第13112442号
所 属 単 位 会：茨城県行政書士会
事務所所在地：茨城県水戸市住吉町348番地２
処 分 年 月 日：平成28年５月10日
処 分 の 内 容：�茨城県行政書士会会則第91条の２第１項第２号の規定による「平成28年５月17日から３ヶ月の会

員の権利の停止」
処 分 の 理 由：�行政書士法第10条違反
　　　　　　　　行政書士法第13条違反
　　　　　　　　茨城県行政書士会会則第66条第１項違反

茨城県行政書士会会則に基づく会員処分
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